
愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業 

会  計  処  理 

（平成 23年 7月 29 日社会福祉法人会計基準改定分） 

平成２５年３月 

【基本原則】 

 

（１）共済支援事業契約者掛金（事業主掛金）は、退職金の財源として積み立てる（県社協の退

職共済支援事業へ資産の管理運用等の委託）ものであるため、掛金納付時において法人資産

に計上する。貸借対照表の退職給付引当金については、従来の共済支援事業契約者掛金（以

下、事業主掛金）の累計額を計上する方法をいままでどおり引き継ぐものとする。 

（２）対象職員（法人の職員）が退職した場合は、法人資産に計上していた事業主掛金累計額の

取崩しを行う。 

（３）県社協の退職共済支援事業の契約者の多くが社会福祉法人であることから、「社会福祉法人

会計基準」に基づく会計処理及び仕訳例を基本としている。 

（４）貸借対照表と事業活動計算書を本仕訳とし、資金が伴う場合は資金仕訳を行う。なお、そ

の場合の相手側勘定科目には、仮勘定科目の「支払資金」を使用する。 

（Ｃ／Ｆ＝資金収支計算書、Ｂ／Ｓ＝貸借対照表、Ｐ／Ｌ＝事業活動計算書の勘定科目を示

す） 

 

【会計処理等に必要な書類】 

 

 （１）退職共済掛金払込通知票 

     毎月納付する掛金のうち、事業主掛金は、その都度資産計上する。 

 （２）月次掛金額決定通知書 

異動月（当月の加入・前月の退職等）は、県社協の退職共済支援事業への届出後に送付

される月次掛金決定通知書の決定額を確認のうえ、掛金の納付処理を行う。 

 （３）給付金決定通知書 

 退職給付金の額及び事業主掛金累計額を通知しますので、この通知書に基づき退職給付

金の送金額を確認し、対象職員掛金（以下、職員掛金）累計は預り金処理を行い、差額（退

職金）は収入（収益）・支出（費用）処理及び資産取崩しの会計処理を行う。 

      

 

【移行時の処理】 

 ■ 掛金相当額を資産に計上している場合の調整方法 

借 方 科 目 貸 方 科 目 

その他の固定資産 

 退職給付引当資産 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

固定負債 

 退職給付引当金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

  （移行年度の期首に仕訳をしないで科目名変更） 

  「県退職共済預け金」⇒「退職給付引当資産」 

  「退職給与引当金」⇒「退職給付引当金」 



【掛金納付時の処理】 

■ 職員に給料を支払い、対象職員掛金を給料支払時に徴収した場合の仕訳方法 

借 方 科 目 貸 方 科 目 

人件費 

 職員給料（職員本俸、職員手当・・・） 

Ｐ／Ｌ 

事業活動 

計算書 

流動資産 

 預  金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

人件費支出 

 職員給料支出 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

支払資金 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

流動資産 

 預  金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

流動負債 

 職員預り金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

 

 

 ■ 事業主掛金を支払った場合の仕訳方法(事業主掛金：該当対象職員の本俸月額×15/1,000) 

借 方 科 目 貸 方 科 目 

その他の固定資産 

 退職給付引当資産 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

流動資産 

 預  金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

積立資産支出 

 退職給付引当資産支出 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

支払資金 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

退職給付費用 

Ｐ／Ｌ 

事業活動 

計算書 

固定負債 

 退職給付引当金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

  

※１ 「退職給付引当資産（Ｂ／Ｓ）」は、「その他の固定資産」に勘定科目を設定する。 

※２ 事業主掛金は、対象職員掛金と一緒に支払う。 

  

 

■ 対象職員掛金を支払った場合の仕訳方法(対象職員掛金：該当対象職員の本俸月額×15/1,000) 

借 方 科 目 貸 方 科 目 

流動負債 

 職員預り金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

流動資産 

 預  金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

  

※ 対象職員掛金は、事業主掛金と一緒に支払う。 



【継続移動時の処理】 

 ■ 継続異動（前）の法人の仕訳方法 

借 方 科 目 貸 方 科 目 

固定負債 

 退職給付引当金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

その他の固定資産 

 退職給付引当資産 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

※ 「退職給付引当資産（Ｂ／Ｓ）」は、「その他の固定資産」に勘定科目を設定する。 

 

 ■ 継続異動（後）の法人の仕訳方法 

借 方 科 目 貸 方 科 目 

その他の固定資産 

 退職給付引当資産 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

固定負債 

 退職給付引当金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

※ 「退職給付引当資産（Ｂ／Ｓ）」は、「その他の固定資産」に勘定科目を設定する。 

 

【退職金を支給する時の処理】 掛金総額８（事業主４・加入者４）＜退職金１０ 

■ 退職金が県退職共済支援事業から送金されてきた時の仕訳方法 

借 方 科 目 貸 方 科 目 

流動資産 

預  金      （４） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

職員預り金      （４） 

※加入者拠出金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

流動資産 

 預  金      （６） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

その他の固定資産 

 退職給付引当資産  （４） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

サービス活動増減の部 

その他の収益 

 退職給付引当資産取崩差益（２） 

Ｐ／Ｌ 

事業活動 

計算書 

支払資金      （６） 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

退職給付引当資産取崩収入（４） 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

事業活動による収支の部 

その他の収入 

 退職給付引当資産取崩差益収入（２） 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

   

※１ （ ）内の数字は、具体例を示したものであり、退職職員掛金（職員預り金）を含んでいる

ことを前提としている。 

  ※２ 「退職給付引当資産（Ｂ／Ｓ）」は、「その他の固定資産」に勘定科目を設定する。 

  ※３ 「退職給付引当資産取崩差益収入（Ｃ／Ｆ）」は、「事業活動による収支の部－その他の収入」

に勘定科目を設定する。 

※４ 「退職給付引当資産取崩差益（Ｐ／Ｌ）」は、「サービス活動増減の部－その他の収益」に勘

定科目を設定する。 

  



■ 退職者に退職金を支給した時の仕訳方法 

借 方 科 目 貸 方 科 目 

職員預り金      （４） 

※加入者拠出金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

流動資産 

 預  金     （４） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

固定負債 

 退職給付引当金   （４） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 
流動資産 

 預  金     （６） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 人件費支出 

 退職給付費用    （２） 

Ｐ／Ｌ 

事業活動 

計算書 

人件費支出 

 退職給付支出    （６） 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

支払資金      （６） 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

  ※ （ ）内の数字は、具体例を示したものであり、対象職員掛金（職員預り金）を含んでい

ることを前提としている。 

 

【退職金を支給する時の処理】 掛金総額１０（事業主５・加入者５）＞退職金８ 

■ 退職金が県退職共済支援事業から送金されてきた時の仕訳方法 

借 方 科 目 貸 方 科 目 

流動資産 

預  金      （５） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

職員預り金      （５） 

※加入者拠出金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

流動資産 

 預  金      （３） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 その他の固定資産 

 退職給付引当資産  （５） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 固定負債 

 退職給付引当金   （２） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

支払資金      （３） 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

退職給付引当資産取崩収入（３） 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

  ※１ （ ）内の数字は、具体例を示したものであり、対象職員掛金（職員預り金）を含んで

いることを前提としている。 

  ※２ 「退職給付引当資産（Ｂ／Ｓ）」は、「その他の固定資産」に勘定科目を設定する。 

  

■ 退職者に退職金を支給した時の仕訳方法 

借 方 科 目 貸 方 科 目 

職員預り金      （５） 

※加入者拠出金 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

流動資産 

 預  金     （５） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

固定負債 

退職給付引当金   （３） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

流動資産 

 預  金     （３） 

Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

人件費支出 

 退職給付支出    （３） 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

支払資金      （３） 

Ｃ／Ｆ 

資金収支 

計算書 

  ※ （ ）内の数字は、具体例を示したものであり、対象職員掛金（職員預り金）を含んでい

ることを前提としている。 


